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今後の進め方（案）

① 引き続き二級河川各水系における流域治水プロジェクトの策定を進め、
残り28水系についても今後数年での策定を目指す。

② 策定済みの水系については、以降の協議会においてフォローアップを
行う。

• 河川改修など、流域治水に関する事業を実施している、または実施予定の水系から策定に着手
する。

• 残り28水系について、１サイクル14水系程度２サイクルで、令和５年度までを目処に策定を進
める。



令和3年度 令和4年度 令和5年度
第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

【第1弾】
流域治水プロジェク
ト（8水系）

【第2弾】
流域治水プロジェク
ト（14水系程度）

【第3弾】
流域治水プロジェク
ト（14水系程度）

今後の進め方（案）
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※表中の水系数は中丹、丹後管内合わせた数字を記載

策定・公表

策定・公表

策定・公表

着手

着手

フォローアップ

フォローアップ

フォローアップ フォローアップ

フォローアップ

フォローアップ

協議会（今回） 協議会（予定） 協議会（予定） 協議会（予定）



二級水系 位置図

【府内36水系89河川】

〈次期策定対象〉
河辺川､志楽川、
祖母谷川、与保呂川、
福井川

与謝野町

綾部市

京丹後市 伊根町

舞鶴市
福知山市

舞鶴湾

宮津湾

久美浜湾

次期流域治水プロジェクト策定対象

↑瀬崎川

真
名
井
川→

丹後管内 中丹管内

男
山
川→

三
田
川→

宮津市

〈次期策定対象〉
大雲川､神子川､筒川、吉野川､宇川、
新樋越川､木津川、栃谷川、久美谷川

一級河川（国管理）

二級河川（令和3年秋策定）

二級河川（次期策定対象水系）

二級河川（その他）

港湾区域

凡例
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今後の進め方（案）
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今後の進め方（案）

水系 流域
市町村

(1)
河川事業

(2)
関連
他事業

選定

野原川 舞鶴
瀬崎川 舞鶴 ○
大丹生川 舞鶴
河辺川 舞鶴 ○ ☆
朝来川 舞鶴
志楽川 舞鶴 ○

○
☆

祖母谷川 舞鶴 ☆
与保呂川 舞鶴 △ ☆
福井川 舞鶴 ○ ☆

水系 流域
市町村

(1)
河川事業

(2)
関連
他事業

選定

大雲川 宮津 ○ ☆
神子川 宮津 ○ ☆
大膳川 宮津
宮川 宮津
男山川 与謝野/京丹後
三田川 与謝野
真名井川 宮津 ○
畑川 宮津
世屋川 宮津
波見川 宮津
犀川 宮津
朝妻川 伊根
筒川 伊根/宮津 ○ ☆
吉野川 京丹後 ○ ☆
宇川 京丹後/宮津 △ ☆
新樋越川 京丹後 ○ ☆
木津川 京丹後 ○ ☆
栃谷川 京丹後 ○ ☆
久美谷川 京丹後 ○ ☆

表 次期策定対象水系についての整理表

凡 例

(1)河川事業
○：改修事業中または調査・計画中
△：緊急浚渫事業及び補修事業中

(2)関連他事業
（※ここでは砂防事業、治山事業、農業農村事業等を指す）

○：事業中


